
女性活躍推進法における行動計画について 

 

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備する

ため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が制定されました。

「個の尊重」の実現に向けて、まずは男女の性差なく従業員ひとりひとりが能力を余すことなく発揮で

きることが重要であると考えています。  

このため、株式会社オリコフォレントインシュアでは、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、

以下の通り行動計画を策定し、取組んでいくことといたしました。 

 

1､ 計画期間 

2023 年 6月 1日～ 2026 年 5月 31 日までの 3年間 

 

2、内容 

【目標 1】管理職に占める女性従業員の比率を 28％以上とする 

〈取組内容〉 

2023 年 6月 1日～ 

・女性従業員同士でキャリアについて意見交換ができる機会の実施検討 

・女性のステップアップを支援する研修等の実施検討および環境整備 

 

【目標 2】男性の育児休業取得日数 5 日以上、取得率 100％を維持し、長期休業の取得がしや

すい環境作りを促進する 

〈取組内容〉 

2023 年 6月 1日～ 

・男性育児休業制度、短時間勤務や看護休暇の制度周知 

・取得しやすい環境整備（啓発ツールの作成、従業員が取得しやすいよう上長へのサポート要請） 

 

【目標 3】正社員における男女の勤続年数の差を 1年以下とする 

〈取組内容〉 

2023 年 6月 1日～ 

・仕事と介護・育児の両立支援制度を利用しやすい環境整備（制度周知） 

・出産予定の従業員への対応について説明会実施（上司向け） 

・新入社員メンター制度継続実施、その他社員のフォロー面談等実施検討 

2024 年 4月 1日～ 

・キャリアサポート研修等の実施検討 

  ・不妊治療を行う従業員への仕事と治療の両立支援策検討 

 

 



 

（公表日 2025年 6月 1日） 

女性活躍推進法に定められた状況把握項目および課題分析項目の数値結果 

 

 

 


